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は し が き

46年5月 の 公 衆 電 気 通 信 法 の 一 部 改 正 の 成 立 に よ り,

わ が 国 に お け る 遠 隔 情 報 処 理 利 用 は,新 しい 局 面 を 迎 え

た 。

他 方,ユ ー ザ ー の 側 か らは,新 制 度 の 解 釈,具 体 的 な

運 用 お よび 技 術 的 な 適 用 面 等 に つ きい ろ い ろ な 疑 義 が 提

起 さ れ て い る 。 ・

そ こ で,当 協 会 は,遠 隔 情 報 処 理 利 用 促 進 委 員 会 に 特

別 委 員 会 を 設 け,47年 度 中 に20回 に わ た り会 合 を も

ち,ユ ー ザ ー 側 の 疑 義 に つ き討 議 ・検 討 を 行 っ た 。

本 報 告 は,46年 度 質 疑 応 答 等 を改 訂 し,新 規 な 問 題

を 収 録 し,そ の 結 果 を 問 題 別 に 分 類 の 上,と り ま とめ た

もの で あ り,遠 隔 情 報 処 理 利 用 の 進 展 に 役 立 つ こ と を期

待 す る も の で あ る 。

昭和48年3月

財団法人 日本経営情報開発協会

遠隔情報処理利用促進委員会

委員長 稲 葉 秀 三
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1共 同使用に関す る質 問
1-.・1～1

質 、問 内 容 ・

【㊨ 一 一}

回 答

1.従 来 の共同専用 に関 する制限

は どの程度緩和 されたか

。コ ン ピュー タ ーでデ ータ を加 工 処理 し'

て転 送 す る ソ フ トウエア ,一を共 有す る

必要 が ある もの は認 め る 。 ただ し,メ

ッセ ージ だけ の交 換 を 目的 とす る場 合

は認 め られ なレ㌔ 、.

2、 銀 行 の受 託計 算 サ ー ビス は計

算 セ ンタ ーの 分類 に入 るか,企
.「 ♂'

業 グル ープの分 類 に入.る か

A

A、

。通 常計 算 セ ン タ ー的 な 「他人 使用 」 と

して 取 り扱 う。 また,両 端木 間 の デ ー

タ送 受 の場 合企 業 グル ー プ と考え て も

よい。(相 当 な関 係 が ある場 合)。

。銀 行法 の制 約 が あ る。 ア メ・リカで 訴 訟

に な り,一 応 差 支 え ない とい う判 決 が

あ った ま ま控 訴 中で あるc

3.共 同使 用 と他 人 使用 の言 葉 が

法 律 の条 文 の 上 では っ き り,しな

い。

}

i

。特定通信回線 の共同使用,他 人使用は

次のとお りであ る。

(共 同使用)

亟H特 嗣 嗣副lc∋
ABAB'AB

(他 人使用)甲 がAの 特定通信回線 を

使用す る場合

(甲)1班E山特定通信醜 十 ・画

AAA

なお,公 衆 通 信 回線 の共 同使 用,'他 人

使 用 は 検討 中

一1一



1--4,-5

質 問 内 容 回 答

4.東 京にあ済CPUセ ンタ ー

(地 銀)が あ り,地 方に支店 之

を特定通信回線で結ぶ と料金が

高いめで,他 の金融機関 と合同

で使用ずる ことが許され るか。

公衆通信回線 を使 えば よいがスー

ピー ドが遅いc

。銀行 同志 で 業務 上 め提 携 が あれ ば よいσ

公衆 通 訓 練 は,1,200ビ ・ ト/秒;

程 度 な ら大体 問 題 ない が2,400ビ ッ

ト/秒 以 上 は よ く区 間 を調べ て利用 す

る必要 が あ る

(理 由)公 社は公衆通信回線で2,400ビ ッ

ト/秒 以 」二のMODを 直営で提供する

考えは今のところない。1,200ビ ッ

ト/秒 以下で特性 」問 題がなけれは提

供する。

特性 は,1,280ビ ッ ト/秒

tで80%以 上 が ビ
ッ ト誤 り率10

1σ5以 下 で問 題 は ない。

o将 来 公社 は 綜 合通 信 網 を考 え て い る。

① ア ナ ログ通信 …電 話

② ディジタル 〃 …4KHZ～1MHz

③ ビデ オ 系映 像通 信 一 ・

之 を相 互乗 入 れす る。需 要 見 通 しと タ

イ ミングを 考 え順 次 実施 したいポ ・

.A銀 行 が系 列ac.Bセ ン ター を

持 って い る。A銀 行 がBセ ン タ

ーの1室 を借 用 しA銀 行 の コ ン

'
.,i.kl=一夕 ーを置 き・,A銀 行 の職

員 に より専用 回線 に よる当座 預

金,普 通預 金 の オ ン ラ.イン処理

を行 って い る。寛 々公社 との専

用 回線 契 約はA銀 行 名 で行 って

Bセ ンタ ーがA銀 行 の オ ン ラ

イン業務 を処理 す る こ とは出来

c設 問後 段 の意 味 が よ く分 ら ないが,設

問 前段 に つ いて は この よ うな形態 は 可

能 で あ る。

一2=



1・-6～8

質 問 内 容

るカゴ

近 特定通信回線○共同使用 で認

める省令の基準 では企業 グル ー

プが救済され ない。例えば電鉄

会社 とデパー トとは全 く関係の

ない業種で あるが,企 業 グル ー

プの考え で一体 とされ ているの

に今 回は基準 に入 ってい ない。

回 答

L
Z・;今 回 の郵政 省令 に 「他 人 使 用

とは ど こに書 いて あ るか 。、

。省 令 を作 っ た考 え 方は 現在 既 に実 績 の

あ る もの,ソ フ トウエア ーで完成 して

い る もの な どを挙 げて お き,之 か ら具

体 的 に生 ず る ケ ースは個 別審 査 で認 可

され れ ば基 準 に 加え る とい う意 向 で あ

る。

・。回 線網 サ ー ビス あ るいは 企 業 グル ープ

とい う考 え 方 は 未 だ公衆 回線 開 放 とい

う問 題 が考 え られ ない以 前の 専 用線 だ

け の ネ ッ トワ ーク として考 え られて い

た が,公 衆 回線 の開 放 が 実現 す る と大

部分 は 解決 す るの では ないか,そ うい

う解 釈 か ら,後 退 した の で あ る。

。公衆法上,他 人使用は,寛 々公社 が郵

政大 臣の認可を受けて定 め る基準に適

合す る場合(計 算業務等を他人の需要

に応 じて行 な う場合等,そ の態様が

「行 って こい」 の場合 に認 め られ る)

と郵政省令で定 める場合 に限 り認め ら

れている。

その郵政 省令は,公 衆法施行規則第4

条の12に 規定 されてい る。

8.A社 がB社 に オペ レ ー シ ョン

を完 全 に委 せ て い る と き共 同使.

'用 に な るか
。

.。単 独使 用 で あ る。 そ の場 合 は メ ッセ ー

ジ交換 は 自由で ある 。

。 「基準 認 可 」 とは,電 々公社 が 自分 で

一3一



トr-9

質 問 内 容

9.昭 和46年9月17日 付 の官

報 で特 定 通 信 回線 利用 規程 が改

'訂 され 発表 され て い る。 第4条

と第10条 の改 訂 で あ るが,こ

れ に つ いて 説 明 して 欲 しい。

回 答

決 定 して回 線 を貸 して よい もので あ り,

「個 別 認可 」 とは,自 分 だけ で決 め ら

れ ず に郵政 省 に尋 ね る もので,ユ ーザ

ー とは 関係 が ない 。個 別認 可 に なっ た

ら認 め られ ない とい う考 え を持 って い

る人 が 多い よ うだ が,そ うでは ない の

で,'・ユ ーザ ー側 は 申請 を 出 して欲 しい。

。第4条 は共 同 利 用契 約 に ついて,先 の

「基 準」 で定 め られ た内容 が そ の ま ま

挿入 され て い る。 第10条 は,接 続機

の認 定 に関 す る もの で,型 式 認 定を 受

けれ ば 中 身の 品 質 につい て は全 くタ ッ

チ しない とい うこ とで ある。 これ につ

い て ユ ーザ ー側 か ら 「不 安 が ある」 と

い う意見 が 強 い が,品 質 に まで タ ッチ

す る と,従 来 通 り,認 定期 間 が長 い と

か,手 続 きが煩 雑 だ とい う批 判 が生 ず

るので割 り切 っ た。 ・

℃品質 につ い ては メー カー とユ ーザ ーの

聞 の問 題 で あ って 公社 に責任 は ない ど

思 う。

。メー カー に も1パろ い ろ あって,機 器 を

送 り込 ん だ ま ま姿 を 消す よ うな こ とが

あ る と,後 で 迷 惑 を 受け るの は,公 社

とそ れ を 利用 す る不特 定 多数 の人 々で

あ る。・数 年 経 過 した後 に問題 が 起 こ る

こ とに な る。

。今 度は 共 同利 用 の範 囲 内 の問 題 で ある

一4一



1-10～12

質 問 内 容

10.私 設 回 線 と特定 回線 の共 同 使

用 は ど うか 。

11.1回 線 の 共 同利 用 で,マ ル チ・

ポ イン トが ある場 合(次 図),、

B,○ の 間 で メ ッセ ージ交換 が

技 術 的 に 可能 で あ るが,こ れ を

ど う考 え るか 。

C

睡
A

12.N相 互 銀行 とNコ/ピ ュ ータ

セ ンタ ー との間 を結 ん で銀 行 業

務 が行 なわ れ る よ うだが,こ の .

ケ ース は共 同使 用か,他 人 使 用

か。

回 答

か ら,迷 惑 す るの も共 同利 用 者 に 限 ち

れ る。

・私設回線は,有 線電気通信法 の規制 を
ノ

受 け て い るが,有 線法 は改 正 さ れて い

ない ので,公 衆法 とそ ぐわ ない 点 が あ

り,個 別 審 査 に な ると、思 う。

・今 後検 討 す る。

。この件 につ いては 具体 的 に 聞 い て い な

'い
。 銀 行法 に も関 連が あ るの で は ない

か 。 具 体化 され れば 考 え る。

一5一



皿マ ㌶1
,セ ージ交換に殿 る鯛

あ る会員 が デ ータを デ ータ バ

ン クに入 れ て,他 の 会員 が 同 じ

デ ー タを検 索 して取 出 した とき

メ ッセ ー ジ交換 と なるか。

地銀 協,全 銀協の為替交換 は

メッセージ交換か,情 報処理か

テ レ ックス を使 った発 注 在庫

管理,例 えば メー カー卸 商の 間

の ネ ッ トワ ーク を作 る のに どの

範囲 まで 使 え る か。

メッセージ交換 と情報 処理の

違いだが次の例は?

。共 同 セ ンター とそ の会 員 が 業務 上 の閑 人

係 を有 して い る場合 は,共 同使 用 とな

る。 また,考 え 方 に よって は他 人 使 用

と して もよい 。 メ ッセ ー ジ交換 と情 報

処理 との 差 は次 の よ うに考 え られ る。

1十2→1+2

}メ ッセージ交換
1+2→1+fi

十2→3'情 報 処 理

インフ》 ト ァウトプット

。極 めて 微 妙 な所 だ。 為替 交換 そ の もの

は原文 がそ の ま ま送 られ る の だか ら メ

ッセー ジ交換 だが,あ とで何 遍 交換 さ

れ たか,金 額 はい くらか,全 額 は い く

らか な どの情 報 処 理 が でて くる。

。銀 行 の 預 金振 替 業務 は 中央 の フ ァイル

か ら引 き出す のだか ら情 報 処 理 で あ る。

。コ ンピ ゴ一 夕側 は,'公 衆 通信 回 線使 用

契 約,端 末 側 は既 存 の加 入 電信加 入 契

約又 は 公衆 通信 回線 使 用契 約 に よっ て

ネ ッ トワ ーク を作れ る。

。メ ッセ ー ジ交換 だ と思 う。

特 定 通信 回線 の場 合 な ら,郵 政大 臣 の

判 断 に よるが,相 互 に関係 が あれ ば 認

め られ る。

一6一
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9-r.5～7

賑 、
xy.ZC皿Z

C

m

Z

ト

コ

コ

ロ

・
ツ

b

ユ

y

カ
C

x

イ

ト

X

y

Z

。
ツ

.

・

.

フ

k

ユ

皿

ト

・

・

白

砂

a

b

c

従 来 「デ ー タ通 信 回線 サ ー ビ

ス」 「デ ー タ通 信 回線 網 サ ー ビ

ス 」 とい う案 が あっ た ときには

"企 業 グ ル ープ"と い う考 え 方

で1そ の 間 では メ ッセ ージ交換

も 自由 とい う思 想 で あ っ たが,.

そ れが今 度 は 消えて い る よ うに.

思 うが 。

〆

.6,後 出双 一1の 実 例 に お いて 両

社 の 間に メ ッセ ージ交換 は ない

か 。

。,「鉄 道 」 「ツ ー リ ス ト」 の 間 に は メ ジ

セ ー ジ 交 換 は な い 。 「ツ ー リ ス ト」 の

内 部 で は あ る 。.

ス 市内分岐は出来るか。 ご出来る。 ただ し分岐の代金 として, ,各

規格の最低料 金ρ半分を付加 料金 とし

て もら う乙とになる○、(例 えば音声 回'

線 め場合は最低料金2,000円 の半分

でtoOO円)

B.C

a

1,000円 、

8
ilo鍵円 ±

d

－ 、7一



五一8～9

質 問 内 容

＼

相
中
只

ぽ

区

Ex2-・2

只
EX2--1で メ ッ セ ・・…ジ 交 換 は

あ り 得 な い 。 な ぜ な ら,も し メ

ッ セ ー ジ 交 換 の み な ら,Ex2-2

で す る 。 従 っ て,Ex2--1の よ

う な 例 で は 条 件 に ず べ て の 態

様 を 認 め て よ い の で は な い か 。

9.メ ッセ ージ交換 とい って も,

実際 にはHybrid使 用 で メ ッ

'セ ー ジ交換 も問 題 あ り とい って

も,要 は程 度問 題 で は ない か。

回 答

例 え ばaとbがA-B-C-Dの 各 局 を

通 じて つ なが っ て お りsB,C局 か らそ

れ ぞ れc,dが 分 岐 され て い る とす れ ぱ ・.

A-B-C-Dの 局間 距 離¢)合計 料 金 と,

c,dそ れぞ れ1,000円 が全体 の料 金

で あ る。a,bがA-B-C-Dの 各 局

を通 じて つ なが っ て いて も分 岐 が ない 場

合 の回 線料 金 はA-Dの 直線 距 離 で計 算

す る。BC

A.D

-
X

f

Ex2-3

公
衆

局

/
区 区

特定

公
衆

Ex2-5の 場 合 は,メ ッセ ー ジ交換 が な

され る可能 性 は あ る。

回線 交換}
の定 義 を明確 にす る必 要 が

メッセ「ソ交換
あ る。

回線 交 換は 認 め られ ない 。

。観 念論 に よ らず,

処理 した い。

すべて実例 に よって

一8-一
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li-9

質 一 問,内 容
・ 回 ・ 答1

業務上 の関係の認定 とメッセ ー

ジ交換 の認定は相互に関連す るの
'

か 。

'

・両者 は,各 々独立 に認 定 され る。
、

`

'

一9一
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皿 使 用 パ タ ー ンに関 す る質 問
m-1～3

』[i嚢 到
公 衆 網 公衆 網

x区x

上図の よ うな場合は どうか?

3・と 同 じ 。
.

区xΣ ζ

公 衆網

x区 Σζ

大 阪 にOPUが あ,り,東 京,名

古屋 との ミニ コ ン との間 を専 用

線 で つ な ぐ。 ミニ コンには 公 衆

網 で テ レ ックス を端 末 と して 結

ぶ場 合,東 京 の テ レ ックス か ら

名 古屋 の テ レ ック スヘ デ 一夕 を

送 る こ とが で き るか。

・一 般的 には不 可能 で あ る。 た だ しテ レ

ック ス端 末 か ら ミニ コン を通 っ てCPU

へ 達 し,ま た元 の端末 へ返 っ て くる

"行
っ て'こい"の 通 信 なら使用 の基 準

を改 正 すれ ば 許 され る。 そ の理 由は 次

の とお・りで あ る。

東 京 大 阪

区 区 区' 区 区9

現在上図の よ うな公衆網 がで きてい る。

この単価は全 国平均 コス トで計算 され

てい るので当然専用線 を利用 した場合

より高 くなる。従って,安 い専用線 を

利用 して,公 衆網を利用す るもの は な

`11-一
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III-4,5

質 問 内 容

/

4.テ レ ックス 回線 を コン ピ ュー

タに つ なげ るには,現 在使 用 中

の テ レ ック ス回 線 は この まま使

え るか。改 造 の必 要 は ない か 。

料 金 はい くらに な るか 。

5.つ ぎ の よ う な 形 は ど う か 。'

回 京都 東京

回 国
回 ＼

鴫
㍉
オンライン

オフライン

切 り替機

午 前 中 は東 京 一大 板 間 で オ ン ラ

イ ン業 務 を行 ない,午 後 は 東 京

'二 京 都 間 で オ ン ラインに よる処

理 を行 な う。夜 はCPUを 切 り

離'して端 末機 同士 でデ ー一夕伝 送

を行 な う とい う場 合 は ど うか 。

回 答

く なるか らで あ る。 これ は 世 界 中 どζ

の 国で も許 してい ない。、,

。セ ン ター側 とソ フ ト面 に おいて マ ッチ

'し てお れば
,そ の ま ま使 え,改 造 の 必

要 は ない。 また,料 金は コン ピュ ータ

が公 社 の もので ない限 りは テ レ ッ クス

を一 日8時 間 使 うと して20%を 越 え

るデ ー タ量 の送 受 が あれ ば 公衆 通信 回

線 より も特 定 通 信 回線 の方 が安 くな る

と思 う。

。同一社 内で あれば問題は ない。特定通

信回線 と専用回線の混同になるが,切

り替装置の認定 を受ければ よい。

一1'2一



皿 ・一6'N.9

質.間 内.容 回 答

6.構 内交換電話 と特定通信回線

(ま たは公衆通信回線)の 接続

について。

。区 －PAX-CPU－ 特 定 通 信 回線 と

流 れ る場 合 は,洞 一の 者 な ら よい。X

-PAX-CPU－ 局 線 と流 れ る場 合

は,そ の提供 条 件 を検 討 中で あ る。

企 業

.一 ー一 局 線

特定又は公衆

T
ロ

▽△
区燃

遥
現在 東 京 か ら全 国16ケ 所 の

工 場 を1,200・ ボーで フ ァ ックス

回 線 で結 ん で い るが これ を夜 間

デ ータ伝 送 専 門 で使 い たい 。 コ

ン ピュ ータ室 と フ ァ ックス室 の

間 を 線 で結 ぶ こ とが で きるか?

公社 直営 の 端末 機 で 公 衆通 信

回線 を使 っ て 自社 の コ ン ピュー

タに ア クセ スで きる1かc

'・回線 の混合 使 用 を電 々公 社 に届 け て く

れ れ ば結 構 で ある。

9.(1-5に 関 して)A銀 行 と

Bセ ンタ ーが1台 の コ ン ピュ ー

タ を共同 で使 用 し,一 方 ではA

銀 行 の オ ン ライン業務 を行 な い

一 方 で はBセ ン ター と顧 客 を結

ん だ 「他 人 使 用」 を行 な うこ と

は で き るか 。

。A,B間 が 明 確 に区 分 され て お・り,デ

ータの交 流が ない な ら可 能 で あ る。

一13一



H』10～115

質 問 内 容 回 答

10(上 記 に 関 して)一 台 の コン 。9に 同 じ 一

ピュ 一夕 を昼 はA社,夜 はB社

で そ れぞ れ オ ン ラ インを行 な う

の も可能 か 。 '

1↑.町 角 に ボ ッ ク ス が あ っ て 誰 で 。他 人使 用 に なる。

もカ ー ドを入 れ る とお 金 が 出て

く る キ ャ ッ シ ュ デ ィ ス ペ ン サ ー

の よう な もの は 何 に なる か。

一 一

121ピ.(C£X旺 一1)「 ツ ー リ ス ト」 。 「ツ ー リス ト」 と して はそ の 必要 は な

側か ら 「鉄道 」の座席予約状 況 い ので や っ てい ないが,プ ログ ラム さ

を全部 調 べ る こ とは 出来 るか 。 え作れば可能で ある。

13.(C£ 同 上)仮 に,調 べ た 結 。郵政 省 の個 別認 可 に な る。

果 を 「ツ ー リス ト」 の各 営 業所 ・端末は予約 と照合 しか出来ぬ ように な

に流 した ときは ど うな るか。 管 ってい る。管理 資料は端末では とらず

理 資料 として必要は ないのか。 中央 の セ ンタ ーで作 る。

ふ 。時間 を決めて予約状況をデ ィスクに入

れ,そ れ を端末側か ら検 索す るような

プ ログ ラム を組 む こ とは 可能 で あ ろ う。

14分 岐は同一 市内でなければ な Oそ の よ うな制 限 は ない。

らないか 。 `

15,(C£V[一 千514)契 約 外 の 接 。あ る場 合 が あ る。

続 等 が あるか 。

一14一
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'

'

質 問 内 容

16.電 話 加 入 区域 及 びそ の電 話 加

入 区域 の境 界 か ら3キ ロメ・=〃ト

ル 未満 の地域 内 に終 始 す る専 用

設備 につ巨 て は,E,F,工,

」,L規 格 の専 用 サ ・・一・ビス は し

ない とあ るが図 で示 して欲 しいヒ

17.外 国 に コン ピュ ー タを設 置 し

国内 に は それ ぞ れ関 連 の ないA,

B,Cの3社 が あ り,こ れ を1

本のケ一方 レて結んだ場合,特 定専用

回線 として認めて もらえ るカ
A

外 国

、日 本 、

B

.18.将 来,cash-di日penserの

殺 置 と い う問 題'も 採 り 上 げ ら れ

る よ う に な る の で は な い か 。

19.D1はD5よ り 分 岐 可 能 性 が'

ち が う の か 。

回 答

..㊧ 一5Kmの 範囲 内 の地域 で あ って も,'
弛め加 入 区域 に属 す る部

・分 は 含 ま れ ない
。

ノ

'

'

、

。国 内線 で は認 め て い ない 。 ア メ リカ で

は基 準 が緩 やか だが,現 在 は っ き りし

た こ とは言 え ない 。

。現 在,郵 政 省で は 不特定 多数 の カス ト

マ ー相 手 の シス テ ムの制 度 化 を考 え て

い る。 端 末機 を街頭 に 設 置 し,と りあ

え ず タ ク シーの予 約 シス テム を行 な う

よ う検 討 中で あ る。料 金制 度化 の 問題

が あ るが,遠 か らず可能 と考 え て い る。

。D-5の 最 大 分 岐 回 線 数5回 線, .

D-1の4線 部分 で の最 大 分 岐 回線

数 は5回 線 で あ るが,端 末 区間 に2線

式 の もの が含 まれ る場 合 は もう少 し少

な くなる。詳 細 は,技 術 参 考 資 料 等 を

参 照 され たい 。

一15-一



皿.20～22

質 問 内 容 回 答

20.:③ は 必 ず あ る。 現 状て は,1'

度 ① 一② で切 っ て,そ の あ とで

③ をBか ら出す よ りしか た が な

いc

取2-4 2-4

●

A社
'cpu

特定

－
B社
'CPU

①

④

(

}

局

x

/
㎡

③
一

日
zx

/

② ・

>-

η 一

③ が 問題 で あ る。

21.A-cpuは どん な機 能 を も

つ の か

22.

。A-CPUに は 少 ぐ と もBuffer機 能

が 必要

・Aが 耳 鼻 事 大容㍉ と5, ,通 常

は④ですむが,1/iで 処理 し得な㊤とき

① 一② の ル ー ドが必 要 ど なる。

。A,B間 に 業務 上相 当 な関係 が あ るが

フ ァイルを共 用す るか,な どに よって

判 断 さ れ よ う。

。既にcpuを 通 す こ と自体〆 相当 な関

係 あ り,cpuを 使5と きiJ.不特 定 多数

で は 絶対 にデ グ セス し安い 。'
「

、.

。電 話 の場 合 の 「不 特定 多数 」 と,デ ー
『

タ通 信 の ときの 「不 特定 多数 」 とは別

で あ る 。

2-4に お い て,A,Bが ・ネ ッ ト預 金 はい いが,本 件 質問 は 検討

異銀行の とき①②の ような口座

間合は可能か

して み た い 。

__」.
一16一



旺 一21YN,25

、 質 問 内 容 回 答

23.E琴2-5 。検 討 した い。

・①特 約店 側 の端 末 機 を メ ーカ所 有 と し

メー カの人 をそ こに お ぐか。

・② ミニコ ンの ところ で,1度P'TかM

Dに 落 す か何 れ か¢)方法 を とれ ば問題

は ない。 .㌦ 、

メーカ支店 擬 メーカ本店

=

ミニコンで,伝 票 を出 し,商 品

と共に特約店 に配送 す る。

己

特約店

241株 の 売 買処 理 につ い て

、

∵。A
,Bが 同 一 企 業 な ら認 め て も よ'い の

で は な い か6、 一、1
ノ

。A,Bが 異 企 業 な らば難 しいb.r〔 》・～

部分 が オ フライ ンな ちば よい の では な

い か 。∵ く1・ ,∴

B社 支社

cpu
一 B社 センター

cpユ

ll

lA社鋤

l
lB社i綱 引所

125.特 定 の場 合 に も
1

。公衆回線の場 合,他 人使用 に関 す る認

タ　'
・…

÷

XIT

X2T

X3[1]

`とみ なせば よい

ので は ないか 。

特 定

MPXCPU
,X

可は ゆるや か で あ る。

i71刈 三
他人 使 用 の とき,「 行 った き り」 で も

・よい
。

特定 回線 の ときは 「行 っ て来 い」 が原 .

則 。

9同 一 企 業 な らば,「 行 っ た き り」 も可

(も ち ろん,メ ッ セー ジ通 信 を主 とす

る とき不 可)

。cpuがRing(環 状)に 連結 され て い

る と き,問 題 は難 しい。

一一17一



質 問,内 ご 用 回 、答

26.公 社 の デ ー タ宅 内 装置 を,、公 。い け ない とは いえ ない。

は許され るか。

腰

2Z

間 に2・4qobps
`

を設置 した い 。

将来100%出 資 の子 会社 お・

よび49%出 資 の子 会社 と本 社

間にも上記 と同様の回線を考∋

たい・1

ごに もつ な ぎ・ かつ
〉

タ ーに もつ な ぐこ と ,

かc 吟

/医 司 A

＼國 〆-

小平市の本社 ・工場 。いず れ も全 く問題 な く可 能'

obp8の 特定 回 線
9

一

いc

128・三 者 間.(メ ー カ:・ デ ィ ー ラ ーi

倉 庫)デ ー タ 処 理

M

CPU

㊦

ノ

。企業 間 の関 係 の 点 か らい え ば ,個 別 認

可 には 在 るが,可 と考 え て よい 。

。メー 七 一 ジ,ス イ ッチ ング とい う点 か

らい えば

㈲

(ロ)

CC工TTの 考 え な どは

Di・66t ..Ex・hang・ 目不 可

処 理 後 な ら 可

日本 で は

Direct亘changeで も,可

の とき もあ り,不 可 の とき も

あ る。・

処 理 後 な ら当然 に 可

いず れ に せ よ,個 別 認可 ケー ス と し

一 〕8一

∫
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質 問 内 容 回 答

て ケ ー ス バ イ ケ ー ス に な る 。

2g,銀 行 外 の場 所 に お いて,自 動

端 末 機 に よい,売 買代 金 を 自動

決 済 す る シス テ ムは 可能 か

。銀 行 外 の 場所 の端 末機(設 置 場 所)が

銀 行 支 店 とみ な され る こ とに な り,銀

行 法 上不 可 能 。

。預 金 自動引 落 を 組み こむ と き不 可 能 。

即 ち 日本 にお〉・てはCaShユess

S)rs七emは な か なか困 難i。

3a相 互 銀 行 につ い て も,全 銀 協

式 シス テ ムを考 え てい るか

。依 頼 が あれ ば考 え る 。

31.

画 一
東.京

。認 可 上 問 題 な し。

OPUに ライン ・コン トロー ル 能 力が あ

るか ど うか だけ の問題 ・

52.分 岐 の 能 一不 能 につ いて の 具

体 的一 覧 表 が ない か

55.分 岐 に関 し,局 内設 備 は ある

が,分 岐 装置 が ないか ら分 岐 は

で きない 。 とい う答 を うけ た場

合 が あ る 。

。一般 的には"技 術基準参考書"に ょら

れたい具体的には,局 内設備が あれば

可能なわ けで管轄局 に相談 されたい

。分岐 装 置 の 手持 が ない か ら
,待 っ て ほ

しい とい う意 味で あ ろ う。
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問 内 容

35分 岐 と接続では認可の基準が

異 なるか

A

CPU

/① ＼

厄

②逼

仙 台 大 阪

x-一 一一－sc-一 一区

lcpul

現在の分岐装置は双方向分岐

であるか ら図の ような分岐を考

えれば,回 線料金は安 くなる・

回 答

◎分岐 の許 容数:

A1,B11回 線 分岐 のみ

同一 地 域 内 め と き2回 線

D12線 式 制 限 あ り

4線 式Max.5回 線

Cl,D5,D7Max.5回 線 まで

詳細 は 「特 定 通信 回 線 利 用の た めの技

術参 考 資料 」 を参 照 され たい 。

。両 者 につ き同様

。④ がAの 回線 な らば(D,EもAの 場

所 と擬制 して)接 続可

。④ がEの 回線 な らば 個 別認 可

。要 す るに全 部の 回線 がA名 義 な ち,か

ん たん で あ る 。

。その 通 り,し か し送 受信 が で きる もの

を分 岐 とは みな さ ない 。

一20・ 一



質 問 内 容.

38.分 岐 層とi接続 の異 同如何

39.Ex4-3

M

回 .答

.。分 岐:電 話 局 ま た は 柱 上 で 回 線 を わ け

る こ と を い う 。D5な ら1個 所

2分 岐 ま で 。 ・'v,i

。接 続:=・ 一 ザ ー が 宅 内 で2っ の 回 線 を

つ な ぐ こ と を い う 。

Ex4-1分 岐

x

Ex4-2接 続

⇔

▽
△

㊨

区

㊥

区

Ex4r1に お いて① と⑨ は 同 時使 用

・不 能

Ex4-2に お いて① と◎ 同時 使 用 可

能

回線 料 は,Ex4-2に おい て は遠 距 離

逓 減 制 の点 で不利 に な るか ら,Ex

4-1よ り高 くな る 。

。回 線 は モ デ ム ・モ デ ム間 と考 え るか ら

Ex4-・ ・4は不 可 と考 え る 。

一21一



質 問 内 容 回. 答

40.

Ex4--4

X

M

{T

i接続 に 関 しEX4-4は 可 能か

A社

CPU

Ex

〆 ◎＼
XB

②

3

S

]⊃

可能か

F

X4-5 ・A
,B,C,

'

デ ー タ 経 路 は

のみ でB・ →C

し①,②,③

④ Ex4-5に お

E

Aは セ ン タ ー一 と す る

A,B,C,D,Eは す べ て 異 社

の と き,dnx4--5の よ う 左,分

岐 と 接 続 の 混 合 は 可 能 か

。回 線 はモ デ ム ・モ デ ム間 ど考 え るか ら

Ex4-4は 不 可 と考 え る 。

・A ,B,C,Dま での問 題 な らば,

デー タ経 路 はA・ →B,A←+C,A←>D,

B4→D等 はな い と前提

し①,②,③ はAの 回線 とすれ ば

Ex4-5に お い てEが な い と した場合,

他 人 使 用 契 約が ダ ブ って な され る もの

として可 能 で あろ う。

。しか し,Eが 入 って くる と問 題 は異な

る 。① 一③,④ と もAの 回線 で ある場

合 は ど うか① 一③ はAの,④ はEの 回

線 の場 合 は ど うか検 討 したい 。

4tEx4-6

A

CPU

(

物 流 シ ス テ ム の 基 本 パ タ ー ン

(オ_ダ ー ・エ ン ト リ ー)

A:商 社

・個別 認 可 には な るが 可 能 と思 う。

検 討 した い 。

一22一



質.問'内 容 回 、答

B:メ ー カー
C
C:倉 庫 会社

特定 回線 の 共 同使 用問 題

デ_タ は,FQRMATの わ ず か な

変更 程度 でEX4--6の よ うに流

れ る とす る 。

但 し,オ ーダ ー ・エ ン ト リー に

よるC]i)U使 用 は 全使 用 時 間 の

10～20%く らい とす る 。

Ex4-6は 可 能 か

42:-東 京23区 外 周 か ら5㎞ く ら

い の場 所 にセ ンタ ーが ある とし

て,セ ン ターか らの 回 線 が都 内

を経 由す る ときい まの よ うな

25区 外周 か ら5㎞ くらい の場

所 で も1リ ンク余 計 に と られ る

か 。

45.D1はD5よ リリンク数 が多

くな るのか

44.

。1リ ンク入 る 。(場 所 に よって は2リ

ンク と られ る可 能性 もゼ ロでは な い)

従 って分 岐可 能数 が減 る 。

。同 じ で あ る 。

。セ ン ター一か ら大阪 まで の48K部 分 は

音 声 リンク と して は1リ ンク で あ る。

48K部 分 につ き,周 波数 分割 は で き

ない 。大 阪 か ら分れ る部 分 が公 衆 回線

の と き,す べ て 同一 企 業 な らば 問 題 は

ない が,異 企 業 で あ る と,他 人 使 用 ・

共 同使 用 とい った問 題 が起 こ る。
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質 問 内'容

45.構 内交換設備 と局線の接続問

題如何 。

回 答

。い ま問題点 を洗 って い る 。
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W料 金に関す る質問
lV-1～5

質 、問 内 容 回 答 1
1.(電 話)料 金が 全国均一料金

になる可能性は あるか

2.PD(PROTECT工VE

V工CE)の 料金は?f

。将 来 の 問題 で あ る。 現 在実 施 す る と5

分3'O円 ぐらい にな る。 広域 時分 制 は

全 国 均一料 金 へ の第一 ス テ ップ といえ

る。 ア メ リカのWATS(W工DEAR-

EATELE王)HONESERVICE)

の よ うな もの も考 え られ るが 一 度 にそ

こまで飛 躍 は難iか しい。.

。一 時払 制 で5 ,500円/1個 で あ る。 、

モデ ムが 寛 々公 社 の 直営 の もの で あれ

ばPDは 不要,自 営モ デ ムの場 合1(IP

Dが 必 要 に なる。

。外 国 で もそれ ぞ れ 考え 方が 異 な る。 ア

メ リカの場 合 は保 護 装 置 は高 いが,そ

の代 り端 末 機 の接続 は 自由 で あ る。 ヨ

ー ロ ッzくで は保 護 装置 は安 いが 端末 の

接続 には 技術 的 なチ ェ ックが行 なわ れ,

また保 護 装置 の ない と ころは 端 末 接続'

を厳格 に規 制 して いる。

3.デ ー タ通 信 と電話 の 混合 使 用

料 と して10%の 付 加料 金 が つ

いて い るのは い ろ い ろな面 で不

合 理 だ とい うユ ーザ ーの声 が 強

いが,改 め て 聞 きた い。

。10%付 加料金 は,本 来公衆 回線が不

足 してい るときに効用 の大 きい専用線

を使って もらうので効用分の料金 を も

らうとい う考え方であった。 この付加

料金の取扱いは検討中
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iv-4～7

質 問 内 容

4.「 特定通信 回線の他人使用」

の場合,料 金 の納入責任者 は,

契 約者 になるが,こ の回線料金

をユ ーザーにどん な方法で配賦

して もよいか。例えば安 い料金

にす るとか,ま た高い料金を取

って もよいか。

5.東 信協が電 々直営でデ_タ 通

信サ ー ビス を行 な う場合 に距離

制に よる回線料金が問題 になっ

た と聞いてい る。

6.着 信 者払 い の制度 は 公衆 通 信

回線(デ ータ通 信)に つ い て も

回 答

。総経費を各ユーザ ーに均等に割 り,当て

るかユーザ ーまでの距離 に応 じて回線

料金を決め るか など契約者が決定す る

問題 である。

。その とお りだ。例えば科学技術計算を

す る場合 どこでやって も内容は 同 じで

あるのにセンターまでの距離 によって

料金が違 うのはおか しいか ら平均料金

にすべ きだ とい う理論 もある。

考えているか.こ 腸 合浅 同

者払 いの番号 を決めてお く方法

を とるのか。そ うなる と非 常に

迷惑 を受け ることも考え られる,

。要望が あるので ユーザーの意向を調整

しているだけで ある。例えば デパー ト

案内,旅 館案内等 が考え られてい る。

これを行 なうには課金装置 を変 えねば

な らないので,今 直 ぐには行 なえない。

番号を決めておか ない と手動 で行 なう

ことになるが,こ れは困難 な問題が多

い 。

ス 一般特定通信 回線の場合 には, 。従 来,専 用線 に市 内,市 外 の 区 別 が あ

㍉

市内,市 外が区別され なくなる っ て,市 内 は1キ ロ当 り400円,市

か 。 外 は1キ ロ 当 り4.500円 だ か ら,約

10倍 以上 の格 差が あ った 。 だが ら,

例えば東京を中心 と して周辺都市を含

め たいろい ろな販売在庫管理や バンキ
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その場合 も急 激 な変更を避けて

ステ ップを踏 んで少 しず つや⇔

て戴 きたい。

IV-8,

ン グ等 は専 用料金 が非 常元 高 くつ く訳

だ。従 って 広域化 した経 済 圏 の デ ー タ

通 信 が非 常 にや りに くい状況 に あ る訳'

だ。 そ こで市 内 と市 外 の料金 差 を 全面

的 に撤 廃 して,ス トレ ー トの キ ロ料 金

制 で ゆ こう と案 を 出 した と ころ だ。 こ

の や り方 は現 在 ア メ リカ とか 英 国 で や

って い るが … …。

。現在,全 国一 斉変 更 の見 通 しで案 を郵

政 省 に出 した と ころだ。 一 応 今年10

月 を 目途 と して 郵政省 案 を詰 め て い る

状 況 だ。 な るべ く早 い 時期 にや りた い

と思 って い る。(46年10月1日 実 、

施)

8(cf.上 記)実 際 面 で は ど

うい った とこ ろに影 響 が大 きい

の か。

。官公庁 は専用線利用が尾大 だか ら予算

措 置に手間がかかるだろ う。特 に大蔵

省等 と警 察関係は市内利 用が多 いか ら

全体 として割高 になるだろ うが,防 衛

庁,労 働省等,及 び全国組織の所は大

幅 な割安 となろう。

、

9.料 金 や手続 き等を営業所 に聞

きに行 って も,ま だ通達がない

か ら分 らないと要領を得 ないが,
へ

ど こへ 行 け ば は っ き りす るか 。

。現在滲透を図 っている最 中なので ご迷

惑 をかけてい るが,後2～3週 間 もす

れば どこで も分るようになると思 う。

今 でも本社或は通信局の特別営業課へ

来て戴ければ十分 ご相談 する。
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－IV-10～15

質 問 内 容

10料 金 改訂 につ いて,市 内 専用

・料 金 は非常 に高 くな った。

11.最 低 料 金 の2,000円 とい う

の は2線 式 の場 合 か 。

L12 .2。 。 ボ_直 流,120。 ボ

i－ 蹴 、4。 。 ボ ー 直 流 の サ
1

一 ビス 時 期及 び料 金 につ い て聞

きた い。

t5.専 用 線 料金 の 改 訂(46年10

月1日 実 施)に よって,市 内専

用 を重 点 に置 いて い る所 は 非常

に負担 が 大 き くな る。

回 答

。市 内 だけ に専 用 線 を引 い てい る もの,

例 えば 東 京都 庁,消 防,警 察 等 は負 担

が 大 き くなる と思 う。 同一 加 入 区域 で

終 始す る もの につい ては,7キ ロで頭

打 ち になっ て い るの で安 くなる所 もあ

る。距 離 の計 算 に して も,今 迄 は次図

の よ うな場 合,a十b十Cで 計 算 して

いた が,今 度 は局 間 だけ(b)の 距 離

で計 る こ とに した。

局 局
b

区
加入者

a

老

w

区

砿

。そ うだ。4線 式 の場 合 は一 端 末 に つ い

てtooo=
_」

。目下 検討 中 で サ ー ビス時 期 は 答 え られ

な い。

。改訂案 を検討す るときにいろいろ調査

したが,市 内専用だけを使 ってい る所

は,警 察,消 防 と警備保障会社位 しか

なか ったので踏み切 った。遠距離の専

用線を併用 している所は,そ の方が値

下げ になるので喜んでいる。
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,

ノ

.
一 、IV-14

質 問 内 容 回 答

ノ
。市 内専用 だ け に つい てみ る と,50ボ

ーは安 いが
,200ボ ーは∴ 定 距離 迄

'

1

従 来 よ り2～3倍,1200ボ ー,

2400ボ ー は5～6倍 に な っ て い る
。

14.(cf.五 一7)料 金 算 定 方 式 。料金 の算定方式は,音 声の場 合,A図

(分 岐の場合) の よ う な と き は2,000円'
一

＼ (A).

,Q
'、

,、
'、

'、
/、

,×'、

ノ 、
'、

'、
/、

又 又
A

ab

B図 の 場 合 は,a,c間 は2,000円,

bが 分 岐でtoOO円 とな る 。

(B)

一 /一=、
○○OQ`

! ;、
11,000円}

交 叉 支
abc

C図 の 場合,A-B間 は2,000円,

' b,Cが そ れ ぞ れ1,000円 と な る 。

,

・

、

'

、
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、

、

lV－ 時16

質 問 内 容 回 _二〉 」
(C)

r翌 、
口

A
○,/

B＼ 、

/い 、
ノ へ　

tqo6円:＼

i'⑳i1,0'pa円

itOlo円i

文 又 又

abc

i
I

.,
1

「

ー

'

朽.市 内に終始す る混合使用料は

どうなるのか。

.16・東 京・ 名 古 屋 間 の専 用線 で あ

るが,200ボ ーで も2400

ボ ーで も料金 の値下 げ 率 は 同 じ

か 。

。適 用 しなレ㌔

線 であ 。この 場 合,基

400 か ら,200

は同 じ 東京,大 阪間

っ て い る 。

1
__一 二._____一 ↓

。この 場 合,基 幹 が2 ,400ボ ーで ある

200ボ ー につhて は 関係 ない 。

東 京,大 阪間 で 約20%位 値 下 げ にな
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V-1～6

V

t

契約 に関す る質問

質 問

の 「加入電話契 約」 とは ど う違

うか。

内,'容 回.、 答

用契約」 と従来

約」 とは ど う違

。公衆 通信 回 線使 用契約

(1)端末 は全 部 自営 で,
o

コ ン ピ ュ ー タ

接続 可 能

(2)デー タ通 信 を 目的 とす る もの

。加入 電話 加入 契 約

(1)端末 には必 ず 直営 の本 電話 機 がつ く

(2)通話 を主 目的,付 随 的 に付属 設備 に

ょ・るデ ー タ通信 も可能

2.オ フ 。 ラ イ ン の デ ー タ 伝 送,

例 え ば キ ー ボ ー ードか ら キ ー ボ ー'

ドの デ → タ 伝 送 は 従 来 ど寄 りの

"専 用 回 線 契 約"に な る の か
。

。そ の通 りで あ る。

叶5・ 「共同利別 と 「他人イ捌 ・
の言葉 が法律 の条文 の上 どうも

ハ ッキ リしなレ㌔

L____

一3と 同 じ

4.CPUの 所 有者 がA社 で も実

際 に使 って い るの がB社 な らB

社 と電 々公社 の 間 で回線 契 約 を

行 ならで よレ・か。

]5.A,B,G"3社 が共同 使 用契

約 を、してい た とき 陥D社 が 新

し く共 同使 用 に加わ る と,こ れ

迄 の契 約 を破棄 して新 たにA,

B,C,D4社 で契 約 を し直 さi

…

。そ れ で よ い 。

・A ,B,C,Dが 当初 か ら加 わ って お

れ ば,或 は個 別認可 に なって い たか も

知 れ ぬ等 の理 由 であ る。
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Vr6～9

ト

i

なけ れ ば な らない が,何 故 この

よ うな面倒 な こと をす るの か。

例え び東京信用金庫協 会のオ

ンライ、ン預金 システ 在を民間で

や った とした ら共 同使用契約 で

よいのか。

。共 同使 用契 約 で よい。 同 じプ ログ ラム

で同 じデー タを処 理 し合 う関係 に あ る

か らで あ る。

Z特 定通信 回線 の契約申請手続

きは従来 と変っているか。

。従来 よリブラスされ る要素があ るカ㍉

機器審査 が簡略化され るので時間的に

は短かい。

㊧ 形式審 査は,メ ーカー か らの申請に

基づいて審査ず る もので,合 格 した

機器 は公示 され る。そ の型 式の もの

の機器審査は省略 される。

8.特 定通信回線使 用契約 の申込

み については手続が違 うのか。

利 用規定第8条 と第12条 の関

係 を聞きたい。

9.共 同使 用 の基 準 にU>と(2)が あ

って,

し,(2)はtt1の 電子 計算 機 本 体

と1の 入 出 力装 置 との間 に終始

す る デー タ通信 の ため に同一 の

特 定 通 信 回線 を2人 以 上 の者 が

使 用 す る とき"と なって い て,

合は

うこ

にU>と(2)が あ 。 「共

の関係 を規定 の占

子 計算機本体 、1

との間に終始}

人使

であ

.特 定通信』線を利用する揚鍋 第,i

条に規定された手続(従 来の専用線契

約 と同 じ)を して,他 人使 用させ る場

合は第12条 の手続 きを追加 して もら

うことになる。

。 「共 同使用」 の場合 坑 本体 と端末機

の占有者がそれぞれ違 うときで,「 他

人使魁 は両方 の占有者 が同一 の場合

である。契約の文体 も,共 同使用 は2

人以上,他 人使用は マ人であ る。
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V-9～11

質 問 内 容
"

回 答

「他 人使 用 」 と殆 ん ど変 りない

よ1うに思 うが ど う違 うのか。

「
1aオ ン ラ イ ン開通 試験 につ い て,

正試 験 前に なん らか の 予備 テス

。モデ ムー 回線 と も別 に臨 時 契 約 を して

予 備テ ス トをす るこ とは可 能 と思 う。

トは うけ られ ぬか。

L
「

11.公 社 の 「各 種 サ ー ビス」加 入

の企 業(た とえ ば 全銀 協,東 亜

航空e七c)に 他 社 が接 続 を 申

とき.相 手 は誰 か。

i。第1に 「各種 サー ビス」 加 入 企 業 であ

り。 第2に 当 該加 入企 業 と公 社,接 続

申込 者 と公 社 で ある。

」

.ふ

L
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・'Yl-1～5

汗 使用麟 に関す る質問∵:…

質 問 内 容

1.∴ 音 響 カ プ ラ ー に つ い て 。

、'匪 ∴

。加 入電 話 回線 にそ の まま連 結 して コン

ピ ュー タ陥 ア ク セス で き る・ 音 響 カプ

ラ ー,な ら ば 使 用 で き る 。

2、 オ ン ラ イ ンで ミニ 。コ ン と ミ

ニ コ ン の間 に デー タ伝 送 をす る

場 合 もあ る と思 うがそ の場 合 は

ど .うか 。

。特定通信回線使 用契 約になる。

ミそ の場合 は

5.デ ー タ通信 用 には,一 般 の 通

信 に支 障 を生 じない よ うにPD

(前 出)やNCU(NETWO〔EIKI

OONTROLUN工[1])の 設 備

を要 す る と聞 くが,そ れ な らば

回線 に接 続す る機 器 認 定 の必 要'

は ない よ うに思 うが 認定 の範囲

は ど こ までか。

。書類審査だけ で済 む ものと送 出電流そ

の他のデー タを提 出 して もら うと場合

とに分れ る。例え ば公衆通信 網 につ な

ぐ場合,起 動信号 が出 るか,パ ルス信

号,パ ルス幅 の規格 は分ってい るか。

着信不能 の場合 の措置等 を調べ ること

に なる。

]

、

4.従 来,寛 々公 社 の モ デム の規

格 は外 国 の統一 規 画 に 比 べ て厳

格 で あ った が今 度 は こ「工Sで 世

界の規 格 に統一 さ れた のか。

5,特 定 通 信 回 線 利 用 規 程 に よ る

と,サ ー ビ ス さ れ る 回 線 に は,

A(50ビ ッ ト),B(100

ビ ッ ト),C(200ビ ッ ト),

D-1,D-5,D-7等 規 格

。MODの 」 □Sと して は,20KB/S

以 下 の イン タ フ ェー スが あ るの み であ

り,公 社 のMODは,こ れ に合 って い

る。

。そ の通 りで あ る。

一 ・3
.4・ 一 一



V1-6～]0

質':問 内 容

が定 め られて いゐ が,D-1の

帯域 使 用 を除 き,モ デ ムは寛 々

公 社 の直営 とな って い る。 他 の

か 。

ムを自営 出来 ないの

6.(上 記 に 関 し,以 下 同 じく)

そ うす る と,20・0ビ ッ ト回 線

(C規 格)に は 自営 モ デ ムを使

え ない こ とに なるカ㍉CC工TT

のモ デム を使 い たい と思 って も

使 うこ とが 出来 ないの か。

回

。D-1規 格 に よれ ば可 能 で あ る。

ZD-1規 格 で使 え る 自営 モ デ!。 ○○ 王 宮□ の規 格 よ りももっ と幅 が広

ムはC。 エTTのMl・2規 格i

と同 じと考 え て よい か。i

、
、いt

い 。 、

8・ その規格蹴 字的鯛 示 さ当.技 術難 を満足する鯛 では

る か 。

一
9.奄 々公社 の回線 を借 り ない構

内 回線 に電 々公 社 のモ デ ム を貸

して もらえ るか。'

10.

。公 社 の 回線 が ない の にモ デ ムだけ擬

す る こ とは で きな い。

{

置 は 自営 で きる か。

}1
。分岐装置 は電話局 に置 くことになって

| '

iい る 。 したが って,
'

自営は不可能 であ

る。 た だLALLI,B-1の 直流 分

岐装 置 は,利 用者 宅 に 自営 で設 置 す る

こ とに なっ て い る。

______一_
一35一



Vl-11～14

質 問 内 容' 回

同一 市内

A社 ＼ ＼＼'

B社

lCPU opu
ぞ

、, 1

{

]、 一＼ ＼
・

て)T

二
1t－ 般 計算 セ ン ター が端 末機 を

顧 客 側 に設 置 して情 報処 理 サ ー

ビス す る場 合,モ デ ム は 自営 出

来 るのか。 公 社 の モ デ ム を使 う

。モ デム を 自営

D－ 参1規格(

い る。 そ の他

すべ て公社 直

の か 。

A

答

2

㏄

。モ テム を 自営 出来 る のは令 の ところ

D-1規 格(帯 域使用)の 場合に限 っ て

い る。 そ の他 の規 格 を使 用 す る場 合 は,

すべ て公社 直営 モ デ ムを使 って も ら う。i

但L公 社 は回 線 の品質 を保証 す る。i
　

自営モデムを使 う場合はPD(回 線保1
ト

灘 置)を 付け て もら うことになる・1

12,現 在,専 用線 でオ ン ライン 処

理 して い る。そ の空 き時 間,例 例

え ば夜 だけ 音 響 カプ ラー を使 っ

て社 内 を移 動 し乍 らコ ン ビュー

13,

{

。 カ ブ ラ ー は 本 来 公 衆 回 線 網 を 利 用 す る{

i
のが普 通 で,そ の よ うな使 い方 は考 え1

て い なか っ た し,メ リ ッ トが あ るか どi

送 りたいが加能 か。

、

っ と考 え れ ば可 能

。9月25日 付 の官

うか鯛 に思 うがパ 営の端末機の■
i

.i

__.」

1。9月25日 付 の官 報 で公 示 したが,端

末 機器 の第1回 型 式 認定 合格 品44品

目を発 表 した。

…
i

14.(上 記幽 して)そ の中噸i

の記号⌒ ているものは何か!

ii

;
　。記号 の付 い てい る ものはす べて 無審査l

I
で認定す るもの・ 記号の ないのは一 司

分,例 え ば接続 の仕方 に つい て だけ チ1

|

一36一



VI-15～1'8

16

1z

18

質 問 内 容 回 答
、

、 エ ヅク す る もの で あ る。契 約以 外 の接

続 を して いない か ど うか を チ ェ ック す

る ・

5.寛 々公 社 へ 行 く と 「この よ う
'

。それ は問題 がある
。 これ迄 は端末機 を

'

'な 仕事 な ら
,こ の よ う な端末 機 個別 に審査 して品質ま で調べて いたが,

が よい」 とい うよ うに推薦 して それ では 「時間 がかか る」 「審査が厳

〈れ るか 。 しい」 とい う苦 情 が多 か っ た ので,新

しい技 術基 準 では イン タ フ ェース条 件

のみ を規 定L'品 質 は ユ ー サー の 自主

性 に ゆ だね るこ とと した。 ユ ーザ ー側
、

■
か ら推 薦 して欲 しい とい う声が大 きけ

れ ば考える必要 もあろ うが,推 薦は外

部 の公 益法人 がテス トして適当 なもの

を選 ん だ方 が よ くは ないか 。
一

6.MODEM工NTERFACE 。技術参考資料 を参照されたい
.

・の 開発 を考 え て い るが
,技 術基

一

準 などに規定 があ るか。 、

Zプ ッシ ュホ ン に よる計算 は な
■。プ ッ シ ュホ ン の利用 には限 度 があ る し

,

カ、な か馴 れ ない が,今 後 の見 通 数百万円のデータ端末機 とプ ッジ ■ホ

し如何 。 ンの 中間 にプ ッシ ュホ ンに若干 の機 能

を付加 したタ ー ミナ ル の 開発 が望 ま し

し令o
'

8自 営MODEMの 接続は 。接続 に関 し指定仕様 を使 うか
,ま たは

指定仕様 に よると 技術 基 準 に従 ってcheckす る も可。

技術基準 に よる とで

一37一
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N・孟一19～22

質 問 内.容 回 .答

差 が あ るか 。

ノ

19NOUとMODEMと も に 自

営 の ときPDの 位 置 方 向。

公 社 の

回線

。図 ρ とお り⑲ 将 来 メ三 カー にPDを 組

み こめ る よ うな設 計 を依 頼 す るつ も り

でい る。

直営 の ときはNCUにPDを 組みζむ。

'

'〕ア

T

E

一

σ

旦

－IM・D－PD十N

A

一 ・

、

吟,

2a.音 響 カプ ラ使 用 に特 別契 約 が

必 要 か。

♂

。必 要 な し
。

b

A－,冬 一 ー 一

21.自 営 の ボ タン電 話 は可 能 か。 。未 結 論 。

22.主 機MELCOM7700

ミ ニ コ ンME1」COM70

に よ る 集 中 端 末 コ ン ト ロ ー ル

ラ イ ン 。イ ン プ ッ ト機 は ミニ コ ン

。機 器 型 式認 定 は事 前 が少 くと も同 時 に

必要。

。MODEMと
.MODEM間 の伝 送試 験

が 目的 で,ソ フ ,トウ ェァそ の他 に立 ち⇔

CPU厚 木市近 くの海老名

在

ミニコン 小 田原市在

CRT東 京本社在

この場合,オ ン ライン開通試験

に用意 すべ きものは何か。

入 る こ とはな い。'

。1個 の 端末 が作 動 す る程 度 の フ:ログ ラ

ムで,伝 送 ヵミ]E規
,に行 むれれ ばそれで

よレ㌔

。各機 器 使 用者 が異 な る場 合(共 同 ま た

は 他 人使 用)を 除 き,寛 々公 社 が ソ フ

トウエ ア に タ ッチす る こ とは ない。.

一38一
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◎

＼亜一1～6

W回 線 の種類 に関す る質問

質 問 内 容 回

t現 在 市 内 で1部75ビ ッ トを

使 ってい るが,そ れ が50ビ ッ

ト或 は200ビ ッ トに な ら ざ る

を 得 ないか。

。(4 ,61α1か

ス を 実 施 し て い

2.高 速 フ ァク シ ミ リは現 在 距離

的 に55キ ロ位 しか使え ない が

も っ と遠 距 離 の もの を 出せ ない

か。

答

。(46 .1α1か ら100ビ ッ ト サ ー ビ

。 需要 があ れ ば考え た い。

3.2400BPSの マ ル チ ド ロ 。 こ れ は 既 に 認 め ら れ て い る 。

ッ プ は い つ か ら か 。

4.2400BPSの ハ ブ 。 ボ ー 。 分 波 の 問 題 で は な く,制 御 手 順 の 問 題

リ ン グ は ど う か 。 で あ る 。

5.帯 域 内 な ら ば4800ビ ッ ト,

9600ビ ッ ト も 使 え る か 。

。使 え る 。

6.回 線規格 の種 類 を教え て 欲 し

し(。

。次 の 通 り で あ る。

A-150bps

B-1100bps

C-2200bps

D-1帯 域 使 用

D-2音 声

D-5模 写

D二5『 、i2・ ・bp・

D-72400〃

直

直

交

流

流

流

交 流

〃

一39一



W-7～9…,、
|

質 問 内 容 回 答

D-10写 真
、

D-11音 楽

E(5Kヘ ル ツ)AM放 送
〆

F(10K〃))FM放 送

工 一148Kbps帯 域

工 一2〃 写 真

模写

」-1240〃 帯 域

」-2〃 写 真

模写

L(4メ ガ ヘ ル ツ)カ ラ ー

Z48Kbpsの 分 割使 用 は出 。現 在,48Kbpsの サ ー ビ ス を 提 供

来 ない か。

目途 と して いら 頃 サー ビメ され

る か 。

して いな い。48年 第1四 半期 に は認

可 に な る予 定 。

。分 割使 用 は可能 とな る予定 で あ る。

1

8.D1,D5の 品 質 上 の 差 は な

に か 。

。D5はMODEMも 直営 で1200ビ

ッ トの デ ー タ伝 送 を保 証 す る。

D1は 帯 域 使 用 で あ り,と くに デー タ

伝 送 の た め の品質 を保 証 して い ない。

しか し短距 離 とか リンク数 が少 ない

場合 は,あ ま り差 は ない と考 え られ る。

9・ リ モ ー ト ・バ ッ チ 方 式 で デ ー1.ス ピ ー ド は ど の 位 考 え て い る か ・

タ を一 応 テ ー プ に とって お き,

後 で送 り返 す よ うな場 合 は,2

線 式 が よい か4線 式 が よいか。

1200ピ ッ トで は2線 式,4線 式両

方 あ るが,2400ビ ッ トは4線 式 だ

け に な る。 ス ピー ド,送 り方 そ の他 シ

ス テ ムを組ん でみ て 最適 の回線 を選ぶ

一40一



W-1.0～1,5

質..問 内 容 回.答

の が よい と思 う。

10A,B㌧C,・Dの 回 線 規 格 は, 。 ビ ッ ト 中 心 で 考 え る
。200ビ ッ ト な

市 内専 用 の場合,ビ ッ トを 中心 らC規 格 とす る。

とす るか,ヘ ル ツ を中心 に規 定

す るか。

1t(IV-19に 関 連 して) 。現在広帯域のものを一般 に使 用出来 る

よ うに検 討 中 であ る。

12.テ レ ッ ク ス で50ボ ー 以 上 の 。使 用 実態か ら見 て,現 在200ボ ー の

も の,た とえ ば200ボ ー の も テ レ ック ス は考 え て い ない。

の は考え られ て い るか。

15.現 在200bps使 用,将 来

1200bpsに 切 りi換え る際

の変 更 所要 日数 如何。 中断期 間

あ りや。

。通 常2～5日 も み て お け ば よ い 。

。200bpsと1200bpsと で は,

回 線 自 体 も 異 な り,契 約 も異 な る 点 に

注 意 。 一・

1'4.テ レ ッ ク ス 誤 り 制 御 導 入 の 必

要 が 左 い か 。'

。回 線 をめ ぐる誤 り率 よ りもオ ペ レー タ

ミス のほ うが は るかに 多 い。 ま たテ レ

ックス で数字 が 誤 る率 は少 ない。 従 っ

て 実 用上,誤 り制御 を 付加 す る必要 は

な'い。

15.48Kな どの 周 波数 分割 の可

旨旨性 女口イ可。

。48Kに つ い て

工 一1

、一、}興 を誹 る預

工 一3ビ ッ ト任 証.'li㍉

一4,1一



,VH--16～20

「

ト

F

}
†

-
質 問 内 容 回

分割 には時分割,周 波

可 。

なお,D1に っ い て も

定 。

但漫 時分割伽 ス ト

答

D1に つい て も分割 を認 め る予

16分 割 は 同一 企 業 使 用 の ときに

限 るか 。

。異 企 業 で も,共 同使 用 が認 め られ る関

係 の企 業 間 では,分 割 を認 め る こ とに

なろ う。

1z'

》4sK
/

,接 続 回線 ごとの デ ー タ をス トア

して,の ち48Kに の せ る こ と

は 可能 か 。

。1種 の時分 割 と考え られ る。 可 能

18.4.8K,9.6Kな ど に つ い て

～

。4 .8K9.6Kは 特 殊 伝送 回線 で あ るか

ら周波 数 分割 は で き ない。

i19.回 線 の 分 割 使 用 に つ い て|
。D-1の 時 分割 は行 なわれ て い るが,

周 波 数 分割 は,公 害 シス テ ム な ど,多

数 の情 報 が ま とまっ て意味 の あ る よ う

な特 殊 な もの に限 定 され て い る。

将 来,エ,」 が一役 利 用 に開放 され る

時,周 波 数 分 割 もま っ た く 自由 に なる

予 定 で あ る。

、

20.公 衆網利用 と特定回線利用 の 公 衆

得失 如何 接続 若干 時間かか る

特 定1

常に直 ちに接続i

____._一
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W-2㌔22

質 問 内 容 回 答

公 衆 特 定

料金 一 般 に2～5時 距離そ の他 によ

.、
〆 間/日 以 内なら るが,一 般 に2

公衆のほ うが高 一3時 間/日 以

い 。 上 の使 用の とき

夜 間低廉料 金の 特定のほ うが安

利点 あ り。

速 度 技術 的限 度

1200bps

ま で

安 全 なの は

200bpsま

で

信頼性

くな る。

48Kbpsま

で商用 化研 究 進

行 中

とくに差 は ない

rr}一 一 一 一}

121.公 衆 網 を長 時 間利 用 の とき,。 考え て い ない。 問題 が起 れ ばそ の とき

強制 切 断 は あ るか。 考 え る。

。端 末 側 は問 題 ない。 あ る とす れ ば セ ン

ター側 であ る大 容量 の 交換 設 備 があ る

地 区以 外 の大 セ ンタ ーは困 難

『-T'一 一 一 一 ●一一+

22、 回線 の誤 り率 につhて 。一般 的 に誤 り率 は特 定 通 信 回線 で ビ ッ

ト誤 り率10-5以 下 と考 え てい る。

公 衆 通 患 回線 で1200ビ ッ トの場 合

も80%以 上 は これ を満 足 す る。

具体 的区 間 にっ いて示 せ といわ れ て も

は っ き りは わか らない。

何故 な らば

誤 り率 は リンク数

一4・3一



一
端末機 の特性

交換 機 の特性

これ らの組み合わせ でいろいろ異 なっ

て くる。伝送経路 はその時の都合 で変

るか ら特定 した数 値を答え ることが で

き ない

⊥____一_
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A

W-1,4
W認 可 に関 す る質問 一

質 問 内 容 回 答

1.デ ー タ通信(公 衆 通信 使 用の 。優 先 順位 をつ け るつ も りで ある。 電話

場合は特 に)の 認可 には優先順 の架設には第一 に国家機関や官公庁, 一

位 をつ け る と聞 くが ど うなっ て 第二 に通話 量の特に多い もの等 とい う

い るの か(第4位 と聞い てい る 順位が ある。データ通信 も大都市は問題

が)。 ない と思 うが,電 話回線が少 な くて渋

滞が多い ところで申 し込みが あれば優

先 順位を考 えざるを得 ない。理論上は,

電話 は公衆通 信の ものだか ら,電 話が

つかないの にデ ータ通信 を許すのは問

題 だ とす る考 え もあ るが,内 容 に よっ

て決 め る(第4位 と限 って い る こ とで

はない)

2.47年9月1日 以降 共 同使 用 。提 出され た もの が7件 ,こ の 内4件 は

の認可 申請は どの位 あったか。 旧法で解決 出来 るもので,ろ 件だけが

共同使用の 申請 であった。他人使用の

申請はまだ ない。景気沈滞 の影響が大

き く響 い て い るようで ある。回 線 の信 用

申込 も景気の よい時 と無い 時では2倍

位 違 う 、、

己 電 々公社 に 申請 を 出 し,そ れ ・郵政省か ら通知は しない。同一企業間

が郵政省に回されて,申 請が認 の 申請 については公社の窓 口で応対 出

可 にな らない場合,郵 政省か ら 来 る よ う に な る 。 現 在,9月 末

本 人に直接通知が あるのか。 日迄 の2人 以上の共 同使用,他 人使用

につ いて は公 社 で把 握 して い る。 この

ユーザーの 名称 の発表 は 差 障 りが あ る。

4.地 方 で 申請が 提 出された場 合,。 連 絡 は ある 。公 社 として は,単 独 認 可 に

一;一一45一
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質 問 内 容 回 答

本社 に連絡 が あ るのか 。 につ い ては通 信局 で処理 す る ように して

い るo

・ 共離 脱 他人使用の輪 の ・共 同使 用 に つい ては電i気機 器 メ一一カ ー

あった 内容 につ い て 聞 かせ て欲 の 申請 してい る系 列企 業 との間 の生 産 ・

し いo 販 売 。在庫管理 を始め,座 席予約,農

協 の預金業務,銀 行関係等の7件 であ

るo他 人 使 用 につ い ては,サ ー ビス セ

ンタ ー一か ら出 てい る顧 客 の販 売在 庫 管

理 に関する1件 と,メ ーカ ーが 申請 して

い る研究 所 との 間 の ソ フ トウェア に関

す る1件 と併 せ て計2件 で あ る。

(以 上cf。va--2)
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ぱ 工事担 任者 に関す る質問
沃 一1,2

×

ー 質 問 内 容1回e答

t公 衆通信回線使用契 約に伴 な 。現在,電 話交換設備 を自社で設け ると

う機器の設置 には工事担 任老が きに資格 を有す る工事担任者が要 るが,

必要 となってい るが工事担当者 これ と同 じである。工事担 任者のい る
、

は どん な形 に なるか 、、 会社 や工事請負業者で ない と工事がで

き な い 。 コ ン ピ ュ ー タ メ ー カ ー に 資 格
、

の ある人が居れば よい 。資格は現在の

交換 設備の知識の他に改正法のチ ータ

通 信 の 内容 を知 ってお れば よい 。

2資 格 ある工事担任老は各現場

に常駐の必要 があるか。

。常 駐 の必 要 は ない が
,責 任 の もて る範

囲は お の ず か ら定 まって くる と思 う。

。設 置 ・保 守の 一 切 を メー カー等 に一 任

す る ときは,資 格 者 を備 え る必要 は な

い 。

ノ
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'Σ
一1 .3

X公 社業 務に関す る質問
・

質 問 内 容 回 答 一

1.中 小企 業 だが,勿 来 と小金井 。現 在 行 なっ てい るサ ー ビス 区域 は ,東

に事 業 所 が あ る。現 在,寛 々公 京,大 阪,名 古屋の三地区に本社 また

社 が行 なってい る販売在庫管理 はそれに準ず る事業所の ある会社 なら

サ ー ビスの進 行 状態 を聞 きたい。 支 店 が どこに あって もサ ー ビス を受 け 一

←

られるが,小 金井 や勿来 は入ってい な
、

い 。サ ー ビス を受 け られ るのは4～5

、

年 後 に なろ う。現 在 サ ー ビス を受 け て

い るの は100以 上(端 末 数)で セ ン

ター を増設 す る必 要 が あ る。
'

2.「 科 学技 術計 算 サ ー ビス」 は 。現 在,具 体 的 に は4ス8年 度 に川 崎設

平 塚,牧 方,小 松(石 川),川
4

置 が決 ま って い るだ け です 、、現 在,第

崎,小 山(栃 木)等 の諸都 市に 一 グ ル ー プ と し て
,東 京,大 阪,名 古1

}

も設 置 され るそ うだが 。 屋,次 ㈱ ニ グ、‥ プ として 札幌■
、 1広 島

,福 岡,そ の辺 を狙 って い ます,、

ただ大都 市周辺 をなるべ く早 くや りた

{い と思 って い ます 。具 体 的 な都 市 名,

i年 度別 とい うととで ここでは挙げ ら

iれ ないが,一 蜘 には昭和52年 迄に

全国主要の30万 以上の都 市に設置 す
'

べ く構想 は持 っ てい る。現 在,予 算 折 '

衝 もあ り,検 討 を進 めて い る。

5.セ ン ターが 自社 で顧 客 の デ ー 。公社 の 営 業 ボ ク シーの問 題 で ,い ま何

, タを 処理 し,電 々公 社 の フ ァイ
と も言 え ない 。.一

ル を備 えてお い て,結 果 を送 り
一

こみ,公 社 か ら顧 客 に アウトブッ

1

トを出 して も らう(パ ッチ で)

とい う方 式 如何 。
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氾 そ の 他 一 般 質 問
M-1～5

容

現在 のテ レ ックス 。コー ドを

8単 位 にす るつ も りぱ ないか.

2・D-1規 格 の中 に 「直 流方 式」

とい うの があ るが これ は 何 か。

昭和38年 コ ン ピュー タを導

入 以来,現 在Tで 月 間200時

間使 用 し,航 空 写真 を解 析 ,し,

地 図 を 作製 して い る企 業 で あ る

が年 間6,000万 円 の経 費 を削

減 す べ くONL工NEを 考 え て

回 答

。8単 位 に す るっ も りは ない
。6単 位 が

国 祭 規格 となってい る。 テ レ ック ス 網

か ら販 売在 庫 サー ビス にア ク セス で き

る よ うにす るつ も りで あ る。

一「
.驚 誉舗㌶ ㌔:㌔1

下 の ものでモ デ ム も要 らな い。

。ONL工NEし た場 合 ,貴 社 の業 務 で

は コ ン ピ ュー タ か らの 結果 を一 度磁 気

デ ィス ク に落 して,更 に とれ か ら,回

線 ス ピー ドに合 わ せてOUTPUT

す る ことにな る。 最 終的 には経 費 の 削

1減 に.はな らな い。

い る・ 公 社 の技 術 計算 な り,サi.rス トの面 で考 え る と・ 現 在 の シス テ

ー ビス セ ン タ ーの利 用等 に よるヨ ム を継 続す るの が よい よ うに思 う
。

採算性 の点 につ き教えて欲 しい。

業務そのものが量 的,質 的に変

化 して来てい るのが現状 で,経

費増 の原因 となってい る。 これ

に反 して,収 入面では増収 にな

って いな いので,何 か合理 的な

方法 がない ものか聞いた次第 だ。

。月間 の待 時 間 の ロス と,ONL工NE

に 要 す る費用 との関 連 を第一 に 考え る

べ きだ。

。計算 セ ン タ ー と結ん だ場合 で も,端 末

側 は 送 受信 が可能 な も のが必 要 であ る

が,い ずれ に して も両 者 の イン タ ー フ

ェー ス が問 題 にな る.

。公社 のセ ールス マ ン を差 し向 け るか ら,

見 積 書 に よって 現在 の年 間 経 費 と比 較

す れ ば よいだ ろ う。

______」_____
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,、1-4,'b

「1の 端末 と1の 電子 計算機

に終始 す る」 の意味如何。

オ ン ラ インの セ ンタ ーを,場

所 的 に移 動 す る とき の,中 断 期

間 如何 。

。コン ピ ュー タ側 は 同一 構 内 であれ ば複

数 のCPU可,端 末 側 は1司一 構 内 で も

男lj々に考え る。

。回 線 関係 よ りも,機 器F－特 に磁 気 ドラ

ム を移転 す る と き,そ の ドラムの調 整

に要 す る時 日のほ うが ク リテ ィカル と

な る。.

近畿 日本 ツー リス トに おけ るセ ンタ ー

移転 の場合 は,旧 契 約 を1ヵ 月間 ず ら

せ た。 も しダ ブ らせぬ ときは,主 とし

て 自己 の機器 調整 の都合 で1週 間 は 中

断 す るだ ろ う。

。端 末 のほ うを移 転 す るだ け な ら・:2～

5日 の 中断 ですむ。

、
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A匝 ヲミ凶 へ
1

1.近 畿 日本 ツー リス トと近 畿 日本鉄 道 とが お互 い の コン ビ=一 夕 を結 ん で

のデ ータ通 信 を 申請 したの で,そ の 内容 を 参考 ま で に紹 介 す る。 「ツ ー リ

ス ト」 と 「鉄 道」 とは,同 じ場 所 に同 じ型 のコ ン ピ ュー タ(U-418)

を並 べ て 「ツー リス ト」 は旅 館の予 約 を,「 鉄 道」 は座 席 予約 を行 な って

いた。 これ を結 ん で 「ツー リス ト」 の 全 国 の端 末(75ケ 所)か ら 「鉄 道」

の座 席 予 約 が出来 る よう に申請 した もの で ある。 双方 の コン ピュー タは,

1600ボ ー回 線 を2回 線 で結ん だ が,い ろい ろ 難 しい面 が あっ た。 技 術

的 には,① イン タ ー ・コン ピ ュー タ ・タ ー ミナ ル を使 うか ②通信 制 御 装

置 を 通 じて 結ぶ か を検 討 した が,将 来,例 え ば航 空会社 の コン ピ ュー タ と

結 ぶ 等,他 機種 との イン タ フ ェ.一ス を考え て 後 者 の方 法 を採 っ た。 又,

「ツー リス ト」 側 は,主 と して テ レ ック ス ・コー ドに依 って お り,「 鉄i創

側 は,工SOコ ー ドを使 って い た の で,そ の調整 に苦 心 した。 法 律 的 な面

1
では,「 鉄 道」側 の端末 は殆 ど駅 に置 いて ある。 その場合は 「鉄道」 の私1

設回線 に結ばれて いて,こ れは有線 電気通信法 の規制 を受けてい る。 公衆

電気通信法は,今 回改正 されて回線利用が大幅 に自由化されたが,有 線電

気通信法は殆 ど改正 されて いないので,そ の接点 の所 でいろいろな問題 が

あっ たカ～ 共同利用 として認 められ た。

(cf.∬-7,12,15)
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